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る
規
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を
こ
こ
に
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布
す
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。
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成
二
十
七
年
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月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
一
号

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中

｢

第
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
二
条
第
一
項
第
五
号｣

に
、

｢

同
項｣

を

｢

同

号｣

に
改
め
る
。
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こ
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則
は
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公
布
の
日
か
ら
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行
す
る
。

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
中

｢

第
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
二
条
第
一
項
第
五
号｣

に
、

｢

同
項｣

を

｢

同
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

青
森
県
告
示
第
八
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

区

分

指
定
医

の
区
分

氏

名

名

称

所

在

地

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

変
更
前

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

内
分
泌
・

糖
尿
病
・

代
謝
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

森
山

貴
子

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

内
分
泌
糖

尿
病
科

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

青
森
市
青
柳
二
丁

目
五
の
三

変
更
後

難
病
指

定
医

齊
藤

栄
太

斉
藤
内
科
小

児
科
医
院

青
森
市
青
柳
二
丁

目
六
の
一
七

内
科

〃

変
更
前

青
森
市
青
柳
二
丁

目
五
の
三

変
更
後

難
病
指

定
医

齊
藤

勝

斉
藤
内
科
小

児
科
医
院

青
森
市
青
柳
二
丁

目
六
の
一
七

循
環
器
科
、

呼
吸
器
科

〃

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

横
浜
六
ケ
所

線 路
線
名

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
三
七
〇
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
の
三
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

一
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

三
一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

三
一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
九
号

河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
級
河
川
岩

木
川
水
系
浅
瀬
石
川
河
川
管
理
者
青
森
県
知
事
三
村
申
吾
と
田
舎
館
村
道
大
根
子
四
八
号
線
道
路
管

理
者
田
舎
館
村
長
鈴
木
孝
雄
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
浅
瀬
石
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

左
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
根
子
字
小
川
原
田
九
八
の
三
地
先
か
ら
字
牧
ヶ
袋
五
三
の
五
地
先

ま
で

四

管
理
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

田
舎
館
村

２

住
所

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎
舘
字
中
辻
一
二
三
の
一

３

代
表
者
の
氏
名

道
路
管
理
者

田
舎
館
村
長

鈴
木
孝
雄

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設

(

路
面

(

路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他

の
専
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
新
設

(

道
路
の

附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
九
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
公
園
事
業
を
平
成
二
十
七
年
二
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

弘
前
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

(

六
・
五
・
一
号

弘
前
運
動
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
弘
前
市
大
字
豊
田
二
丁
目
、
豊
田
三
丁
目
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

公

告

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
五
十
八
条
第
一
項
の
仮
認
定
を
し
た
特
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
横
浜
六
ケ
所

線

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
三
七
〇
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
の
三
ま
で

平
成
��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

田
中
弘
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

青
森
市
新
町
一
丁
目
一
三
の
七

変
更
後

青
森
市
松
森
三
丁
目
三
の
一
八

四

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
七
年
一
月
二
十
九
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち

に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会

表
県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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